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【別添２】新旧対比表

港湾工事共通仕様書　一部改正（R８.３）　新旧対比表

NO. 頁 行又は項目 現　　行（R７.３） 一部改正（R８.３） 摘　　　要

1 1-31

１．本編
第１編　共通編
第１章　総則
第１節　総則
１－１－１９　支給材料及び貸与物
件

 ４．受注者は、契約書第15条第１項の規定に基づき、支給材料及び貸与物件の支給を受ける場合、品名、数量、品質、規格又は性
 能を記した要求書をその使用予定日の14日前までに監督職員に提出しなければならない。
５．契約書第15条第１項に規定する「引渡場所」は、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。
６．受注者は、契約書第15条第９項「不用となった支給材料又は貸与物件の返還」の規定に基づき返還する場合、監督職員の指示
に従うものとする。なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできない。また、返還に要する費用
は受注者の負担とする。
７．受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
８．受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。
９．支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。

４．契約書第15条第１項に規定する「引渡場所」は、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。
５．受注者は、契約書第15条第９項「不用となった支給材料又は貸与物件の返還」の規定に基づき返還する場合、監督職員の指示
に従うものとする。なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできない。また、返還に要する費用
は受注者の負担とする。
６．受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
７．受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。
８．支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。

・修正

2 1-37

１．本編
第１編　共通編
第１章　総則
第１節　総則
１－１－３２　諸法令、諸条例の遵守

（２）建設業法 （令和3年5月改正 法律第 48号）
（４）労働基準法（令和2年3月改正 法律第 14号）
（５）労働安全衛生法（令和元年6月改正 法律第 37号）
（６）作業環境測定法（令和元年6月改正 法律第 37号）
（８）建設労働者の雇用の改善等に関する法律（令和4年3月改正 法律第 12号）
（９）出入国管理及び難民認定法（令和3年6月改正 法律第 69号）
（11）道路法（令和3年3月改正 法律第 9号）
（12）道路交通法（令和4年4月改正 法律第 32号）
（13）道路運送法（令和2年6月改正 法律第 36号）
（14）道路運送車両法（令和4年3月改正 法律第 4号）
（15）砂防法（平成25年11月改正 法律第 76号）
（16）地すべり等防止法（平成29年6月改正 法律第 45号）
（17）河川法（令和3年5月改正 法律第 31号）
（18）海岸法（平成30年12月改正 法律第 95号）
（19）港湾法（令和4年3月改正 法律第 7号）
（20）港則法（令和3年6月改正 法律第 53号）
（22）漁港漁場整備法（平成30年12月改正 法律第 95号）
（23）下水道法（令和4年5月改正 法律第 44号）
（24）航空法（令和4年6月改正 法律第 62号）
（25）公有水面埋立法（平成26年6月改正 法律第 51号）
（27）森林法（令和2年6月改正 法律第 41号）
（30）大気汚染防止法（令和2年6月改正 法律第 39号）
（31）騒音規制法（平成26年6月改正 法律第 72号）
（32）水質汚濁防止法（平成29年6月改正 法律第 45号）
（33）湖沼水質保全特別措置法（平成26年6月改正 法律第 72号）

（２）建設業法 （令和6年6月改正 法律第 49号）
（４）労働基準法（令和6年5月改正 法律第 42号）
（５）労働安全衛生法（令和7年5月改正 法律第 33号）
（６）作業環境測定法（令和7年5月改正 法律第 33号）
（８）建設労働者の雇用の改善等に関する法律（令和6年5月改正 法律第 26号）
（９）出入国管理及び難民認定法（令和7年6月改正 法律第 75号）
（11）道路法（令和7年4月改正 法律第 22号）
（12）道路交通法（令和6年6月改正 法律第 59号）
（13）道路運送法（令和6年5月改正 法律第 23号）
（14）道路運送車両法（令和5年6月改正 法律第 63号）
（15）砂防法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（16）地すべり等防止法（令和5年5月改正 法律第 34号）
（17）河川法（令和5年5月改正 法律第 34号）
（18）海岸法（令和5年5月改正 法律第 34号）
（19）港湾法（令和7年12月改正 法律第 89号）
（20）港則法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（22）漁港漁場整備法（令和5年5月改正 法律第 34号）
（23）下水道法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（24）航空法（令和7年6月改正 法律第 55号）
（25）公有水面埋立法（令和6年6月改正 法律第52号）
（27）森林法（令和5年6月改正 法律第 63号）
（30）大気汚染防止法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（31）騒音規制法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（32）水質汚濁防止法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（33）湖沼水質保全特別措置法（令和4年6月改正 法律第 68号）

・修正

3 1-39

１．本編
第１編　共通編
第１章　総則
第１節　総則
１－１－３２　諸法令、諸条例の遵守

（34）振動規制法（平成26年6月改正 法律第 72号）
（35）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（令和元年6月改正 法律第 37号）
（36）資源の有効な利用の促進に関する法律（令和4年5月改正 法律第 46号）
（37）文化財保護法（令和3年4月改正 法律第 22号）
（38）砂利採取法（平成27年6月改正 法律第 50号）
（39）電気事業法（令和4年6月改正 法律第 74号）
（40）消防法（令和3年5月改正 法律第 36号）
（41）測量法（令和元年6月改正 法律第 37号）
（42）建築基準法（令和4年5月改正 法律第 55号）
（43）海上交通安全法（令和3年6月改正 法律第 53号）
（45）海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（令和3年5月改正 法律第 43号）
（46）船員法（令和3年6月改正 法律第 75号）
（47）船舶職員及び小型船舶操縦者法（平成30年6月改正 法律第 59号）
（48）船舶安全法（令和3年5月改正 法律第 43号）
（49）自然環境保全法（平成31年4月改正 法律第 20号）
（50）自然公園法（令和3年5月改正 法律第 29号）
（51）雇用保険法 （令和4年3月改正 法律第 12号）
（52）労働者災害補償保険法（令和2年6月改正 法律第 40号）
（53）健康保険法（令和3年6月改正 法律第 66号）
（54）中小企業退職金共済法（令和2年6月改正 法律第 40号）
（55）都市公園法（平成29年5月改正 法律第 26号）
（57）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（令和3年5月改正 法律第 37号）
（58）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（令和3年5月改正 法律第 371号）
（59）土壌汚染対策法（平成29年6月改正 法律第 45号）
（60）公共工事の品質確保の促進に関する法律（令和元年6月改正 法律第 35号）
（61）航路標識法（令和3年6月改正 法律第 53号）

（34）振動規制法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（35）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（令和4年6月改正 法律第 68号）
（36）資源の有効な利用の促進に関する法律（令和7年6月改正 法律第 52号）
（37）文化財保護法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（38）砂利採取法（令和5年6月改正 法律第 63号）
（39）電気事業法（令和5年6月改正 法律第 44号）
（40）消防法（令和5年6月改正 法律第 58号）
（41）測量法（令和6年6月改正 法律第 54号）
（42）建築基準法（令和7年5月改正 法律第 35号）
（43）海上交通安全法（令和5年5月改正 法律第 34号）
（45）海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（令和6年5月改正 法律第 38号）
（46）船員法（令和7年5月改正 法律第 32号）
（47）船舶職員及び小型船舶操縦者法（令和7年5月改正 法律第 32号）
（48）船舶安全法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（49）自然環境保全法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（50）自然公園法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（51）雇用保険法 （令和7年5月改正 法律第 32号）
（52）労働者災害補償保険法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（53）健康保険法（令和7年2月改正 法律第 87号）
（54）中小企業退職金共済法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（55）都市公園法（令和6年5月改正 法律第 40号）
（57）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（令和4年6月改正 法律第 68号）
（58）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（令和6年6月改正 法律第 54号）
（59）土壌汚染対策法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（60）公共工事の品質確保の促進に関する法律（令和6年6月改正 法律第 54号）
（61）航路標識法（令和4年6月改正 法律第 68号）

・修正
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【別添２】新旧対比表

港湾工事共通仕様書　一部改正（R８.３）　新旧対比表

NO. 頁 行又は項目 現　　行（R７.３） 一部改正（R８.３） 摘　　　要

4 1-40

１．本編
第１編　共通編
第１章　総則
第１節　総則
１－１－３２　諸法令、諸条例の遵守

（62）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成29年5月改正 法律第 41号）
（63）漁業法 （令和3年5月改正 法律第 47号）
（64）技術士法 （令和元年6月改正 法律第 37号）
（65）計量法（平成26年6月改正 法律第 69号）
（66）空港法（令和4年6月改正 法律第 62号）
（67）厚生年金保険法（令和3年6月改正 法律第 66号）
（68）最低賃金法（平成24年4月改正 法律第 27号）
（69）職業安定法（令和4年3月改正 法律第 12号）
（70）所得税法（令和4年6月改正 法律第 71号）
（71）水産資源保護法（平成30年12月改正 法律第 95号）
（72）船員保険法（令和3年6月改正 法律第 66号）
（73）特許法 （令和4年6月改正 法律第 68号）
（74）電波法（令和4年6月改正 法律第 70号）
（75）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（令和4年4月改正 法律第 32号）
（76）労働保険の保険料の徴収等に関する法律（令和4年3月改正 法律第 12号）
（77）毒物及び劇物取締法（平成30年6月改正 法律第 66号）
（78）警備業法（令和元年6月改正 法律第 37号）
（79）個人情報の保護に関する法律（令和4年5月改正 法律第 54号）
（80）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（令和2年6月改正 法律第 42号）
（81）都市計画法（令和4年12月改正 法律第 87号）
（82）著作権法（令和3年6月改正 法律第 52号）

（62）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（令和4年6月改正 法律第 68号）
（63）漁業法 （令和6年6月改正 法律第 66号）
（64）技術士法 （令和4年6月改正 法律第 68号）
（65）計量法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（66）空港法（令和7年6月改正 法律第 55号）
（67）厚生年金保険法（令和7年6月改正 法律第 74号）
（68）最低賃金法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（69）職業安定法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（70）所得税法（令和7年6月改正 法律第 74号）
（71）水産資源保護法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（72）船員保険法（令和7年12月改正 法律第 87号）
（73）特許法 （令和5年6月改正 法律第 51号）
（74）電波法（令和7年4月改正 法律第 27号）
（75）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（令和4年6月改正 法律第 68号）
（76）労働保険の保険料の徴収等に関する法律（令和6年6月改正 法律第 47号）
（77）毒物及び劇物取締法（令和5年5月改正 法律第 36号）
（78）警備業法（令和5年6月改正 法律第 63号）
（79）個人情報の保護に関する法律（令和6年6月改正 法律第 46号）
（80）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（令和6年6月改正 法律第 53号）
（81）都市計画法（令和7年6月改正 法律第 51号）
（82）著作権法（令和7年4月改正 法律第 27号）

・修正

5 1-47

１．本編
第１編　共通編
第１章　総則
第１節　総則
１－１－４９　汚濁防止膜のカーテン
引張強度の確認方法

①再利用品の場合
ロ）使用履歴による強度評価の場合
・強度評価：「汚濁防止膜技術資料（案）」（H24 （一財）港湾空港総合技術センター）に基づき、使用履歴（設置期間の合計）により算
出したものを強度として評価する。

①再利用品の場合
ロ）使用履歴による強度評価の場合
・強度評価：「汚濁防止膜技術資料（案）」（H25.9 （一財）港湾空港総合技術センター）に基づき、使用履歴（設置期間の合計）により算
出したものを強度として評価する。

・修正

6 1-54

１．本編
第１編　共通編
第１章　総則
第１節　総則
１－１－９　写真管理

11. デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工事・業務写真の小黒板情報電子化の推進について」（令和３
年1月19日付け国港技第66号）に基づき実施しなければならない。

11. デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「「デジタル工事・業務写真の小黒板情報電子化の推進について」の一部
改訂について」（令和8年3月10日付け国港技第119号）に基づき実施しなければならない。

・修正

7 1-83

１．本編
第１編　共通編
第２章　材料
第１８節　コンクリート
２－１８－５ 暑中コンクリート

１．コンクリートの種類及び品質は、第１編２－17－２レディーミクストコンクリート、第１編２－17－３コンクリートミキサー船及び第１編
２－17－４現場練りコンクリートの規定によるものとする。

１．コンクリートの種類及び品質は、第１編２－18－２レディーミクストコンクリート、第１編２－18－３コンクリートミキサー船及び第１編
２－18－４現場練りコンクリートの規定によるものとする。

・修正

8 2-28
２．港湾工事品質管理基準
１２．防舷材
１２－１ ゴム防舷材

１）ゴム防舷材/管理内容
ゴムの物理試験（引張試験、硬さ試験、老化試験等）による材質が 共 第１編 表2-8に適合、かつ 共 2-13-14.の耐久性試験を行って
もクラックや欠陥がないこと。

１）ゴム防舷材/管理内容
ゴムの物理試験（引張試験、硬さ試験、老化試験等）による材質が 共 第１編 表2-8に適合、かつ 共 2-14-14.の耐久性試験を行って
もクラックや欠陥がないこと。

・修正

9 5-5
５．提出書類様式集
提出書類様式（受注者作成分）

様式番号1-1
請負代金内訳書

・追加
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【別添２】新旧対比表

港湾工事共通仕様書　一部改正（R８.３）　新旧対比表

NO. 頁 行又は項目 現　　行（R７.３） 一部改正（R８.３） 摘　　　要

10 5-6
５．提出書類様式集
提出書類様式（受注者作成分）

様式番号1-2
請負代金内訳書（変更）

・追加

11 5-27
５．提出書類様式集
提出書類様式（受注者作成分）

様式番号23
寄託物品
支給材料　要求書
貸与物件

削除

・削除

12 5-79
５．提出書類様式集
提出書類様式（受注者作成分）

様式番号59-1
創意工夫・社会性等に関する実施状況

・追加

13 5-81
５．提出書類様式集
提出書類様式（受注者作成分）

様式番号60
建設業退職金共済証紙購入状況報告書

廃止

・削除

14 5-125
５．提出書類様式集
提出書類様式（発注者作成分）

様式番号35
情報管理体制の同意について
２．本業務で知り得た保護すべき情報について、・・・・（たとえ貴社が・・・・それらの者に本業務で知り得た保護すべき情報につい
て、当局が同意した場合を除き、開示又は漏洩してはならない。）
３．本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
４．本業務で知り得た・・・・、業務の履行中・履行後を問わず、・・・・応じること。

２．本工事で知り得た保護すべき情報について、・・・・（たとえ貴社が・・・・それらの者に本工事で知り得た保護すべき情報につい
て、当局が同意した場合を除き、開示又は漏洩してはならない。）
３．本工事で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する工事完成後の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
４．本工事で知り得た・・・・、工事の施工中・完成後を問わず、・・・・応じること。

・修正

15 5-126
５．提出書類様式集
提出書類様式（発注者作成分）

様式番号36
情報管理体制の変更同意について
２．本業務で知り得た保護すべき情報について、・・・・（たとえ貴社が・・・・それらの者に本業務で知り得た保護すべき情報につい
て、当局が同意した場合を除き、開示又は漏洩してはならない。）
３．本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
４．本業務で知り得た・・・・、業務の履行中・履行後を問わず、・・・・応じること。

２．本工事で知り得た保護すべき情報について、・・・・（たとえ貴社が・・・・それらの者に本工事で知り得た保護すべき情報につい
て、当局が同意した場合を除き、開示又は漏洩してはならない。）
３．本工事で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する工事完成後の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
４．本工事で知り得た・・・・、工事の施工中・完成後を問わず、・・・・応じること。

・修正
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【別添２】新旧対比表

港湾工事共通仕様書　一部改正（R８.３）　新旧対比表

NO. 頁 行又は項目 現　　行（R７.３） 一部改正（R８.３） 摘　　　要

16 6-68
６．添付資料
９．工事品質確保調整会議　実施要
領

３．調整会議の運営
　　発注者は、当該工事の発注又は監督を行う事務所に事務局を設置するものとし、事務局は、調整会議の開催の必要があると認
める場合は、発注者及び受注者又は必要に応じ下請負者及び設計業務を担当した管理技術者等と日程調整 等を行い、開催日を通
 知するものとする。

　（１）調整会議の発議
　　　発注者は、次に掲げる場合又は受注者からの開催要請があった場合は調整会議を開催す
　　るものとし、発議は監督職員が行うものとする。
　　　①発注者が設計図書の照査を終えて工事に着手する場合。

３．調整会議の運営
　　発注者は、当該工事の発注又は監督を行う事務所に事務局を設置するものとし、事務局は、調整会議の開催の必要があると認
める場合は、発注者及び受注者又は必要に応じ下請負者及び設計業務を担当した管理技術者等と日程調整するものとする。

（１）調整会議の発議
　　　発注者は、次に掲げる場合又は受注者からの開催要請があった場合は調整会議を開催す
　　るものとし、発議は監督職員が行うものとする。
　　　①受注者が設計図書の照査を終えて工事に着手する場合。

・修正

17
６．添付資料
９．工事品質確保調整会議　実施要
領

（２）調整会議の構成
　　構成員は以下のメンバー（以下「関係者」という。）を標準とし、調整会議の開催内容に応じて、適宜変更し開催する。
　　１）発注者：副所長以上、工務課長、発注・契約担当課長（積算・契約担当）
　　　　　　　　工事監督担当者（総括監督員、主任現場監督員、現場監督員）
　　　　　　　　設計担当者
　　　　　　　　発注者支援業務の担当技術者
　　　　　　　　地方整備局及び技術調査事務所の関係者
　　２）受注者：元請代表者、現場代理人、監理技術者、主任技術者、経理担当者等
　　３）下請負者：下請負代表者、下請負者（事務担当者）
　　４）設計者：設計業務を担当した管理技術者等

・追加

18 6-69
６．添付資料
９．工事品質確保調整会議　実施要
領

（２）開催内容
①設計確認（必要に応じ実施）
　設計業務を担当した管理技術者等の同席のもと、設計業務の成果物により設計意図の説明を行うものとする。
　なお、設計確認に要する費用として、設計業務を担当した管理技術者等を対象に打合せ及び旅費交通費を計上するものとし、打合
せにおいては、主任技師0.5人/回、技師A0.5人/回を標準とし、港湾請負工事積算基準第三部その他の積算基準（以下、「積算基
準」という。）に基づき 旅費交通費を計上するものとし、その他原価及び一般管理費等を積算基準に基づき計上することとする。

②工程確認
　発注者は、工事請負契約締結後、１週間以内に受注者が適正な計画工程表を立案するために重要な情報となる準備・後片付け期
間、各工種の能力設定、パーティー数、施工順序や現場の作業不可期間等の情報を含んだ、様式１に示す計画工程表を受注者に
提出するものとし、受注者は、発注者から提出された計画工程表について事前に内容を確認するものとする。

④設計変更
　発注者は、初回の調整会議及び設計図書の変更の可能性がある場合において「港湾工事における契約変更事務ガイドライン（令
和７年３月）」の内容について受注者に説明を行うものとする。
　また、発注者及び受注者は設計図書の変更の恐れがある場合、「港湾工事における契約変更事務ガイドライン（令和７年３月）」に
則り、設計図書の変更に関する内容の確認を行うものとする。

⑤休日確保
　初回の調整会議において、受注者は休日の計上方法について、「現場閉所単位」又は「個人単位」のいずれかの方法を採用するか
協議するものとする。

（３）開催内容
１）発注者及び受注者は、以下の内容について確認・調整等を行う。
①設計確認（必要に応じ実施）
　発注者は、設計業務を担当した管理技術者等の同席のもと、設計業務の成果物により設計意図の説明を行うものとする。
　なお、設計確認に要する費用として、設計業務を担当した管理技術者等を対象に打合せ費用を計上するものとし、打合せにおいて
は、主任技師0.5人/回、技師A0.5人/回を標準とし、港湾請負工事積算基準第三部その他の積算基準（以下、「積算基準」という。）に
基づき計上するものとし、その他原価及び一般管理費等を積算基準に基づき計上することとする。
　なお、Web会議を活用することを標準とし、旅費交通費は未計上とする。ただし、発注者及び受注者協議により、必要に応じて旅費
交通費を計上できるものとする。

②工程確認
　発注者は、工事請負契約締結後、１週間以内に受注者が適正な計画工程表を立案するために重要な情報となる準備・後片付け期
間、各工種の能力設定、パーティー数、施工順序や現場の作業不可期間等の情報を含んだ、様式－１に示す計画工程表を受注者
に提出するものとし、受注者は、発注者から提出された計画工程表について事前に内容を確認するものとする。

④休日確保
　初回の調整会議において、受注者は休日の計上方法について、「現場閉所単位」又は「個人単位」のいずれかの方法を採用するか
協議するものとする。なお、計画的な休日取得を実現させるため「現場閉所単位」を標準とするものとする。

⑤工事現場（労働）環境改善
　発注者及び受注者は「工事現場環境改善実施要領（案）(令和6年3月)」に基づき、労働環境の確認、調整を行い、契約期間中の労
働改善に努める。
　また、「港湾工事関係書類スリム化の手引き(令和8年3月)」の内容について受注者に説明を行うものとする。

⑥設計変更
　発注者は、初回の調整会議及び設計図書の変更の可能性がある場合において「港湾工事における契約変更事務ガイドライン(令
和8年3月)」の内容について受注者に説明を行うものとする。
　また、発注者及び受注者は設計図書の変更の恐れがある場合、「港湾工事における契約変更事務ガイドライン(令和8年3月)」に則
り、設計図書の変更に関する内容の確認を行うものとする。

・修正
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【別添２】新旧対比表

港湾工事共通仕様書　一部改正（R８.３）　新旧対比表

NO. 頁 行又は項目 現　　行（R７.３） 一部改正（R８.３） 摘　　　要

19 6-70
６．添付資料
９．工事品質確保調整会議　実施要
領

⑥下請負者への確認
　受注者は、下請負者との設計確認、工程確認、施工確認及び設計変更の共有を図ることとし、工事の着工時及び工事完了後の調
整会議に下請負者を同席させ、発注者は以下に示す項目について説明及び確認等を行う。
  ただし、工事完了後における下請負者の確認については、開催が困難な場合に限り、書面により報告を行うことで開催したとみなす
ことができるものとする。

⑦調整会議の記録

４．その他
　①発注者及び受注者は調整会議の趣旨を踏まえつつ、本調整会議の円滑な実施に努めるとともに、調整会議で決定した事項につ
いて発注者及び受注者間で共有し実行する。
　②調整会議の開催については、Web会議 システム等を活用するなど、発注者及び受注者間の調整を踏まえ、適宜、効率的に開催
する。

⑦下請負者への説明・確認
　受注者は、下請負者との設計確認、工程確認、施工確認及び設計変更の共有を図ることとし、工事の着工時及び工事完了後の調
整会議に下請負者を同席させ、発注者は以下に示す項目について説明及び確認等を行う。
　ただし、工事完了後における下請負者の確認については、参加が困難な場合に限り、書面により報告を行うことで開催したとみなす
ことができるものとする。

２）調整会議の記録

（４）資料の作成
　　調整会議に必要な資料は、発注者及び受注者がそれぞれ説明に必要な資料を各自作成することとし、受注者の資料作成に係る
費用は計上しないものとする。

４．その他
　①発注者及び受注者は調整会議の趣旨を踏まえつつ、本調整会議の円滑な実施に努めるとともに、調整会議で決定した事項につ
いて発注者及び受注者間で共有し実行する。
　②調整会議の開催については、Web会議を活用するなど、発注者及び受注者間の調整を踏まえ、適宜、効率的に開催する。

・修正

20
６．添付資料
９．工事品質確保調整会議　実施要
領

・修正

21
６．添付資料
９．工事品質確保調整会議　実施要
領

・修正

22 7-20 付属資料

２．工事等に関する許可申請、届出手続の手引き
(10)港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生じる工事（水路業務法の記述）を施工する場合
　手続を必要とするとき
　①着工時（作業許可申請後）
　②工事完了時（工事用ブイを撤去する前）

　手続を必要とするとき
　①着工時（作業許可申請後）
　②変更時（工事内容を変更する前）
　③工事完了時（工事用ブイを撤去する前）

・追加
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